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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚表面の下から組織の標的領域に接近することによって、周囲の組織から組織の標的
領域を採取するための外科手術装置であって、
　第１端および第２端を有する長尺状部材と、
　長尺状部材の第１端に着脱可能に取り付け可能な切開モジュールであって、組織の標的
領域の下方の皮下組織の面を切開するように構成される組織分離デバイスを備えている切
開モジュールと、
　長尺状部材の第１端に着脱可能に取り付け可能な摘出モジュールであって、
　　吸引ポート、
　　該吸引ポート内に配置されるとともに、周囲の組織から組織の標的領域を分離するよ
うに構成されるコアリングシリンダを有する組織採取用具、および
　　コアリングシリンダを通して標的領域を観察するように構成される画像システム、を
備える摘出モジュールと
を含んでなる外科手術装置。
【請求項２】
　長尺状部材は、切開モジュールおよび摘出モジュールを交換可能なように受け入れるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項３】
　画像システムは、長尺状部材の第２端に取り付けられており、
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　長尺状部材の第１端と第２端との間の中空通路を通して標的領域を照明するための光源
と、
　標的領域の画像を受像するための観察ポートと、を備える、請求項１に記載の外科手術
装置。
【請求項４】
　組織採取用具は、吸引ポート内に同心的に配置されることを特徴とする、請求項１に記
載の外科手術装置。
【請求項５】
　組織採取用具は、クリッピングシリンダをさらに備えていることを特徴とする、請求項
１に記載の外科手術装置。
【請求項６】
　クリッピングシリンダは、コアリングシリンダの周囲で同心的に配置されることを特徴
とする、請求項５に記載の外科手術装置。
【請求項７】
　クリッピングシリンダはさらに、周縁部を有し、かつ、該周縁部から内側に向かって剪
断を行うように構成される少なくとも１つの切断デバイスを備えていることを特徴とする
、請求項５に記載の外科手術装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの切断デバイスは、鋭刃、鈍刃、アーム、レバー、化学物質、酵素、お
よびレーザーのうち少なくとも１つを備えていることを特徴とする、請求項７に記載の外
科手術装置。
【請求項９】
　組織採取用具は操作者によって運転されるように構成されることを特徴とする、請求項
１に記載の外科手術装置。
【請求項１０】
　コアリングシリンダは、その内側表面に配置され、かつ、標的領域を把持するように構
成される複数の把持棚を備えていることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１１】
　組織の標的領域は毛包を含んでいることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置
。
【請求項１２】
　吸引ポートは組織の標的領域に吸引力を適用するように構成されることを特徴とする、
請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１３】
　吸引ポートは長尺状部材の長手方向軸に対して角度をなして配向されることを特徴とす
る、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１４】
　長尺状部材は組織分離デバイスおよび組織採取用具に連結可能な制御機構を備えている
ことを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１５】
　組織分離デバイスは、長尺状部材に対して移動するように構成される刃を備えることを
特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１６】
　摘出モジュールは、皮膚表面へのコアリングシリンダの接近を決定するように構成され
る検知デバイスをさらに含んでなることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１７】
　検知デバイスは、摘出デバイスが皮膚の下から該皮膚に接近すると、該皮膚の特徴を検
知するように構成されたセンサをさらに含んでなることを特徴とする、請求項１６に記載
の外科手術装置。
【請求項１８】
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　長尺状部材は可撓性であることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１９】
　組織分離デバイスは、鋭刃、鈍刃、バルーン、電気焼灼デバイス、加圧されたガスおよ
び液体の少なくとも一方を供給するデバイス、酵素的組織分離剤、化学的組織分離剤、お
よびレーザーのうち少なくとも１つを備えていることを特徴とする、請求項１に記載の外
科手術装置。
【請求項２０】
　吸引ポートは、組織採取用具によって摘出された組織の標的領域を受け取るリザーバと
流体連通していることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項２１】
　内視鏡手術キットであって、
　完全な角質層が残るように、患者の皮膚表面の下から組織の標的領域に接近して、皮膚
の下にキャビティを作出するための切開デバイスであって、
　　第１の長尺状部材、および
　　第１の長尺状部材の第１端に取り付けられた組織分離デバイス
を含んでなる切開デバイスと、
　患者の皮膚表面の下から組織の標的領域に接近してキャビティ内へ挿入するための摘出
デバイスであって、
　　第２の長尺状部材、
　　第２の長尺状部材の第１端に取り付けられた吸引ポート、
　　周囲の組織から組織の標的領域を採取するように構成される組織採取用具であって、
吸引ポート内に配置されるとともに、周囲の組織から組織の標的領域を分離するように構
成されるコアリングシリンダを有する組織採取用具、および
　コアリングシリンダを通して標的領域を観察するように構成される画像システム
を含んでなる摘出デバイスと
を含んでなる内視鏡手術キット。
【請求項２２】
　切開デバイスは、第１の長尺状部材の第２端に配置された別の画像システムをさらに含
んでなることを特徴とする、請求項２１に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２３】
　画像システムは、
　第２の長尺状部材の中空通路を通して第２の長尺状部材の第１端にある標的領域を照明
するための光源と、
　標的領域の画像を受像するための観察ポートと
を備えていることを特徴とする、請求項２１に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２４】
　摘出デバイスは、第２の長尺状部材の第２端に配置された画像システムをさらに含んで
なることを特徴とする、請求項２１に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２５】
　組織採取用具は吸引ポート内に同心的に配置されることを特徴とする、請求項２１に記
載の内視鏡手術キット。
【請求項２６】
　吸引ポートは第２の長尺状部材の長手方向軸に対して角度をなして配向されることを特
徴とする、請求項２１に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２７】
　キャビティを開放状態に維持するために、キャビティ内に配置されるように構成されて
いるバリアデバイスをさらに備えていることを特徴とする、請求項２１に記載の内視鏡手
術キット。
【請求項２８】
　バリアデバイスはバルーン伸張器をさらに備えることを特徴とする、請求項２７に記載
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の内視鏡手術キット。
【請求項２９】
　吸引ポートと流体連通しているリザーバをさらに含んでなることを特徴とする、請求項
２１に記載の内視鏡手術キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は育毛に関する。
【背景技術】
【０００２】
　育毛外科手術（Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ　Ｓｕｒｇｅｒｙ）（ＨＲＳ）にお
けるドナー採取の外科的方法は、「ドナードミナンス」の原理、すなわち：毛髪が存続す
ることが分かっている頭皮領域である「ドナー領域」由来の毛髪は、発毛が非永続的な頭
皮区域である「レシピエント領域」に移植された場合にも同じように成長し続けるであろ
う、という見解に基づいている。
【０００３】
　１９５０年代初頭、大型のパンチグラフトがドナー領域から切除され、レシピエント領
域に移植されていた。これら大型のグラフトの利用は、移植後の毛髪の生存を確実にする
ために必要であった。より小さなグラフト、またはより小さなレシピエント部位への移植
は、移植されたグラフトの血液灌流の減少に伴う低いグラフト生存度により、未だ実現可
能ではなかった。上記大型グラフトの方法はレシピエント領域における移植グラフトの成
長を可能にしたが、該グラフトはしばしば「プラグのような（ｐｌｕｇｇｙ）」外観を有
し、またドナー領域のパンチ式採取による瘢痕が患者の後頭部に見た目の悪い鹿弾（ｂｕ
ｃｋｓｈｏｔ）パターンを残した。
【０００４】
　当初のＨＲＳ技術の上記欠点に取り組むために、剥離技法の形式のドナー毛髪採取の代
替法が提案された。この手法は、ドナー領域から毛包を有している皮膚の細片を採取する
こと、閉じたドナー創部を縫合すること、個々の毛包または毛包のクラスター（別名毛包
単位（ＦＵ））を切開すること、および個々のＦＵを別々にレシピエント領域に移植する
こと、を含むものであった。「マイクログラフティング」または毛包単位移植（ＦＵＴ）
という造語が作られたこの手法は、レシピエント領域における大型グラフトの「プラグの
ような」外観を最小限にする助けとなり、かつドナー領域には線状瘢痕だけを残し、より
明白な鹿弾パターンは残さなかった。
【０００５】
　「マイクログラフティング」技術により最大多数のグラフトを得たいという望みを動機
として、多くの患者はより広いドナー細片の採取を要求し、その結果として該患者の頭の
後頭（背側）部分に比較的大きな（２～１０ｍｍの）線状瘢痕が残された。この明白な外
科手術を証する痕跡は、毛包単位摘出（ＦＵＥ）の開発の起動力を提供した。ＦＵＥでは
、個々の毛包単位はそれぞれ小型の生検用パンチを用いてドナー領域から慎重に抜き出さ
れ、レシピエント領域に移植される。これは、ＦＵＥが大型の（４～５ｍｍの）パンチグ
ラフトではなく個々のＦＵのみの移植を伴うという点で、当初のＨＲＳの手法とは異なっ
ている。この新規な技術は、ドナー領域における線状瘢痕という烙印を排除し、適切に行
われた場合、ドナー領域における鹿弾パターンの出現を最小限とした。しかしながら、Ｆ
ＵＥが出現しながらもいくつかの不都合が根強く存在した。すなわち：高い割合（最大４
０％）の毛髪が横に切断される（したがって生存が制限される）、ＦＵが摘出される場所
から虫食い状態の瘢痕パターンが残ることが多い。また、相当数の患者（最大３０％）は
、該患者の、外科医にとって過度の課題を提示する毛髪の特徴（例えば淡色または相当な
縮れ毛）を踏まえると、ＦＵＥに対する候補とはならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は上記した懸案を鑑みてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一般的態様では、外科手術装置は、長尺状部材と、切開モジュールと、摘出モジュール
とを備えている。切開モジュールは長尺状部材の第１端に着脱可能に取り付け可能であり
、組織分離デバイスを備えている。摘出モジュールは長尺状部材の第１端に着脱可能に取
り付け可能であり、吸引ポートおよび該吸引ポート内に配置された組織採取用具を備えて
いる。
【０００８】
　実施形態は、次の事項のうち１つ以上を備えることができる。前記装置は第１のモジュ
ールまたは第２のモジュールを交換可能なように受け入れる。該装置は、長尺状部材の第
２端に取り付けられた画像システムであって、長尺状部材の中の第１端と第２端との間の
中空通路を通して標的物を照明するための光源と；標的物の画像を受像するための観察ポ
ートとを備えた画像システムを備えている。
【０００９】
　組織採取用具は、吸引ポート内に同心的に配置される。組織採取用具は中空である。組
織採取用具はほぼ円筒状である。組織採取用具は、組織の標的領域を周囲の組織から分離
するように構成される。組織採取用具は、該組織採取用具の最上縁部付近に配置された複
数の湾曲型切断デバイスを備えている。切断デバイスは、鋭刃、鈍刃、アーム、レバー、
化学物質、酵素、またはレーザーのうち少なくとも１つを備えている。
【００１０】
　組織採取用具は操作者によって運転されるように構成される。組織採取用具は自動運転
用に構成される。組織採取用具は、組織採取用具の内側表面に配置された複数の把持棚を
備えている。
【００１１】
　吸引ポートは組織の標的領域に吸引力を適用するように構成される。吸引ポートは、長
尺状部材の長手方向軸に対して十分に角度をなして配向される。吸引ポートは、組織採取
用具によって摘出された組織領域を受け取るリザーバと流体連通している。
【００１２】
　長尺状部材は組織分離デバイスまたは組織採取用具に連結可能な制御機構を備えている
。組織分離デバイスは長尺状部材に対して移動するように構成される。摘出モジュールは
、皮膚の構造を検知するように構成されたセンサをさらに含んでなる。
【００１３】
　組織の標的領域は毛包を含んでいる。長尺状部材は剛性または可撓性である。組織分離
デバイスは、鋭刃、鈍刃、バルーン、電気焼灼デバイス、加圧されたガスまたは液体を供
給するデバイス、レーザー、および酵素的または化学的な組織分離剤のうち少なくとも１
つを備えている。
【００１４】
　別の一般的態様では、内視鏡手術キットは、患者の皮膚の下にキャビティを切開するた
めの切開デバイスと、キャビティ内へ挿入するための摘出デバイスとを備えている。切開
デバイスは、第１の長尺状部材と、第１の長尺状部材の第１端に取り付けられた組織分離
デバイスとを備えている。摘出デバイスは、第２の長尺状部材と、第２の長尺状部材の第
１端に取り付けられた吸引ポートと、吸引ポート内に配置された組織採取用具とを備えて
いる。
【００１５】
　実施形態は、次の事項のうち１つ以上を備えることができる。切開デバイスは、第１の
長尺状部材の第２端に配置された画像システムを備えている。画像システムは、第１の長
尺状部材の中の中空通路を通して第１の長尺状部材の第１端にある標的物を照明するため
の光源と、標的物の画像を受像するための観察ポートとを備えている。摘出デバイスは、
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第２の長尺状部材の第２端に配置された画像システムを備えている。
【００１６】
　組織採取用具は吸引ポート内に同心的に配置される。吸引ポートは、第２の長尺状部材
の長手方向軸に対して角度をなして配向される。
　内視鏡手術キットはバリアデバイスをさらに備え、該バリアデバイスは、キャビティ内
に配置されるように、かつ摘出デバイスの運転を該バリアデバイスによって画成された領
域に制限するように、構成されている。バリアデバイスはキャビティを開放状態に維持す
るように構成される。バリアデバイスによって画成される領域は患者の特徴に基づいて決
定される。
【００１７】
　内視鏡手術キットは、吸引ポートと流体連通しているリザーバをさらに備えている。
　さらなる態様では、方法は、長尺状部材の端部に取り付けられた組織分離デバイスを使
用し、患者の皮膚の下にキャビティを作出すること、および、該キャビティから、長尺状
部材の端部に取り付けられた吸引ポートを介してキャビティ表面の皮膚組織の選択部分に
吸引力を適用することと；吸引ポート内に配置された組織採取用具を使用して皮膚組織の
選択部分を周囲の組織から単離することと；皮膚の外側の外観を変化させずに皮膚組織の
選択部分を周囲の組織から摘出するために、組織採取用具を使用して皮膚組織の選択部分
に下向きの力を加えることと、を含む。
【００１８】
　実施形態は、次の事項のうち１つ以上を備えることができる。皮膚組織の選択部分は毛
包を含み、皮膚の下方にキャビティを作出することは、毛包より下方の面にキャビティを
作出することを含む。
【００１９】
　長尺状部材は内視鏡である。該方法は、内視鏡によって得られた画像に基づいて皮膚組
織の選択部分を選択することをさらに含む。該方法は、皮膚組織の選択部分の画像を得る
ことをさらに含む。画像はキャビティの内部から得られる。
【００２０】
　下方向の力を加えることは、組織採取用具を回転させることを含む。該方法は、皮膚の
外側表面に対する組織採取用具の配置を検知することを含む。
　該方法は、キャビティ内部にバリアデバイスを配置することをさらに含む。バリアデバ
イスは、組織採取用具の運転を該バリアデバイスによって画成された領域に制限するよう
に構成される。バリアデバイスはキャビティを開放状態に維持するように構成される。該
方法は、バリアデバイスによって画成される領域を患者の特徴に基づいて決定することを
さらに含む。
【００２１】
　該方法は、摘出された組織をリザーバ内に保存することを含む。
　さらなる一般的態様では、方法は、長尺状部材の端部に取り付けられた組織分離デバイ
スを使用して皮膚の下方にキャビティを作出することを含む。該方法はさらに、該キャビ
ティから、長尺状部材の端部に取り付けられた組織変質用具を使用して、皮膚の外側の外
観を変化させずに、キャビティ表面の皮膚組織の選択部分に組織変質処置を施すことを含
む。
【００２２】
　実施形態は、次の事項のうち１つ以上を備えることができる。
　皮膚組織の選択部分は毛包を含む。
　組織変質処置は、レーザーを用いた照射、焼灼術、組織構造の変質、生化学的変質、加
熱、電流の印加、または酵素の適用のうち少なくとも１つを含む。組織変質処置は、皮膚
組織の選択部分の採取、アブレーション、または破壊を含む。
【００２３】
　本明細書中に記載されるような育毛の内視鏡的手法は多くの長所を有している。毛包に
皮膚表面の下から接近し、その結果としてＦＵ採取しても完全な角質層が残るため、ドナ
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ー領域における術後の瘢痕化は最小限となるかまたは排除される。大きな線状の頭皮全層
切開と、加えてその後のドナー領域閉止時に創傷端部にかかる張力とを無くすことにより
、神経外傷由来の、苦痛を伴い、うずき、刺すような神経障害性の疼痛を事実上存在しな
いようにすることもできる。これらの２つの利点は、内視鏡的ＨＲＳすなわちパイロスコ
ピー（ｐｉｌｏｓｃｏｐｙ）を受けるＨＲＳ患者に必要な術後の回復時間の短縮に寄与す
る。
【００２４】
　自己再生に必要な毛包の幹細胞を含有している構成要素（例えば峡部内部のバルジ、真
皮乳頭を含んでいる毛球部など）のとり込みを視覚化することにより、ドナー領域から採
取されるときにＦＵが横に切断されないことが確実となる。そのため、パイロスコピーは
、各々のＦＵがレシピエント領域に移植されるとほぼ１００％のグラフト生存率を可能に
する。
【００２５】
　更に、毛包摘出の内視鏡的手法は、毛包の自己再生のための構成要素がドナーＦＵの摘
出毎に含まれているかどうかに関する問題がないため、適格患者集団に対する制限は撤廃
される。これは、ひいては該手術から恩恵を受けることができる患者集団を拡げるもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１Ａ】育毛手術の原理を示す図。
【図１Ｂ】育毛手術の原理を示す図。
【図２Ａ】皮膚の層および毛髪の断面図。
【図２Ｂ】完全な毛包を詳細に示す図。
【図３】育毛手術の準備が施されている頭皮の全層断面図。
【図４】内視鏡手術による育毛のための手術手法を示す図。
【図５Ａ】先端側の切開刃装着物を備えている内視鏡を示す図。
【図５Ｂ】図５Ａの内視鏡の切開刃装着物の拡大図。
【図５Ｃ】切開刃が視認キャビティを作出するステップを示す図。
【図５Ｄ】切開刃が視認キャビティを作出するステップを示す図。
【図５Ｅ】切開刃が視認キャビティを作出するステップを示す図。
【図６Ａ】バリアデバイスによって維持された視認キャビティの断面図。
【図６Ｂ】安全なドナー領域を画成する図６Ａのバリアデバイスを詳細に示す図。
【図６Ｃ】図６Ａのバリアデバイスがどのようにして各毛包の間の距離を拡げるかを示す
図。
【図７】摘出デバイス装着物を備えた内視鏡を示す図。
【図７Ａ】図７の摘出デバイスの使用におけるステップを示す図。
【図７Ｂ】図７の摘出デバイスの使用におけるステップを示す図。
【図７Ｃ】図７の摘出デバイスの使用におけるステップを示す図。
【図７Ｄ】図７の摘出デバイスの使用におけるステップを示す図。
【図７Ｅ】摘出デバイスが毛包を摘出する方式を示す図。
【図７Ｆ】摘出デバイスが毛包を摘出する方式を示す図。
【図７Ｇ】摘出デバイスが毛包を摘出する方式を示す図。
【図７Ｈ】摘出デバイスが毛包を摘出する方式を示す図。
【図８】グラフト保管タンクを示す図。
【図９Ａ】摘出された毛包単位が図８の保管タンクに達する前に分離されるステップを示
す図。
【図９Ｂ】摘出された毛包単位が図８の保管タンクに達する前に分離されるステップを示
す図。
【図９Ｃ】摘出された毛包単位が図８の保管タンクに達する前に分離されるステップを示
す図。
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【図９Ｄ】摘出された毛包単位が図８の保管タンクに達する前に分離されるステップを示
す図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１Ａおよび１Ｂを参照すると、患者１００，１２０は、アンドロゲン性脱毛症（男性
型脱毛症もしくは女性型脱毛症）に合致するパターンの脱毛または瘢痕性脱毛症のような
様々な非アンドロゲン性の病状によって見られるようなより不規則な（限局性もしくはび
まん性の）パターンの脱毛を生じている。アンドロゲン性脱毛症において最も一般的に影
響を受ける領域は、前頭３分の１である１０２、頭皮中央部（ｍｉｄｓｃａｌｐ）１１０
、および頭頂部（または頂部）１０４である。外科的育毛は、ドナー領域１０６から毛包
を採取し、完全な毛包を、限定するものではないが領域１０２，１１０，１０４などの所
望の脱毛領域に移植する。移植された毛包の十分な成長がなされた後には、術後の患者は
より十分な頭髪１０８、より濃い眉、より十分な睫毛、またさらにはより大量の顔髭もし
くは体毛を享受する。内視鏡による外科的育毛（すなわちパイロスコピー）では、個々の
完全な毛包は、頭皮の下に挿入された内視鏡デバイスにより、角質層２１０（すなわち皮
膚表面；図２Ａを参照のこと）の破壊を最小限として、または破壊を伴わずに採取される
。
【００２８】
　図２Ａおよび２Ｂを参照すると、皮膚２００の断面図は毛包２０２を囲んでいる天然の
組織を示している。皮膚の３つの個別の層（表皮２０４、真皮２０６、および脂肪を含有
する皮下層２０８）にまたがりつつ、毛包２０２は角質層２１０と呼ばれる表皮２０４の
最表層において皮膚表面を通り抜けて突出している。完全な毛包２０２は図２Ｂに詳細に
示されており、生存可能な自己組織へ移植された後に該毛包の自己複製を可能にする構成
要素を備えている。幹細胞が豊富な２つの重要な領域は、立毛筋２２６付近に位置するバ
ルジ領域２１２、および真皮乳頭２１６を含む毛包球２１４である。これら２つの幹細胞
に富んだ領域間の連絡により毛包の再生が促進される。完全な毛包２０２の他の構成要素
には、毛幹２１８、内毛根鞘２２２、外毛根鞘２２４、および皮脂腺２２８が挙げられる
。
【００２９】
　内視鏡による外科的育毛（すなわちパイロスコピー）では、各々の毛包２０２に皮膚表
面の下から接近して採取する。具体的には、以下により詳細に議論されるように、個々の
毛包はそれぞれ、毛包球２１４に対して深さ約１～５ｍｍの皮下層２０８内に外科的に作
出される一定の平面２３０から視覚化され、次いで小型のパンチ刃で切除される。切除は
、毛包２０２全体に加えて、毛包周囲皮下組織の、毛包球２１４に対して深さ１～７ｍｍ
の部分を組み入れる一方、摘出された毛包を元々囲んでいた天然組織の表面にある角質層
２１０を無傷で残しておく。
【００３０】
　図３を参照すると、育毛手術の開始に先立ち、無菌の生理食塩液チューメセント（典型
的には約１～１０ｍＬ／ｃｍ２）を、毛包を採取する予定の領域内において２種類のレベ
ルで頭皮３００に適用する。すなわち、皮膚表面の下方およそ２ｍｍの第１の浅層レベル
３０２、および皮膚表面から深さおよそ４～５ｍｍの第２の深層レベル３０４である。あ
わせると、浅層レベル３０２および深層レベル３０４におけるチューメセントの適用は、
天然の周囲組織からの毛包球の摘出を容易にする。第１のチューメセント浅層３０２は、
対象とする毛包を近隣の毛包から引き離す助けとなり、また本来ならばもろい組織を有す
る患者において皮膚の張りを高める。第２のチューメセント層３０４は、真皮乳頭２１６
を付近の血管および毛包球の深さにある神経集網から引き離すことにより、その後に視認
キャビティを作出可能な平面２３０を規定する助けとなる。
【００３１】
　図４および５Ａ～Ｅを参照すると、毛包採取のための内視鏡的手法は、患者４００の頭
皮４０２の毛包深部の皮下組織の面を切開するために、内視鏡１（毛包の操作に関する場
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合はパイロスコープとしても知られる）を使用する。頭皮４０２の耳介後部区域において
片側のみ１ｃｍの全層切開部４０８が作られる。薄い直線状の切断刃１０に取り付けられ
た０．４ｍｍの内視鏡１（例えばオリンパス（Ｏｌｙｍｐｕｓ）製のモデルＡ４６０５　
３０°）を収容している０．５ｍｍのカニューレ挿入金属トロカール８（例えばオリンパ
ス型Ａ４６０４　１５３）が切開部４０８に挿入されて、毛包下方の皮下組織の面（図２
Ａの２３０）を切開し、毛包球の深部に分離層を作出する。分離層は、例えば、毛包球に
対して深さ１～５ｍｍである。いくつかの実施形態では、分離層は、毛包球の構造上の完
全性を変化させることなく毛包球に視覚的に近接することを可能にするように、毛包球に
対して深さ１～３ｍｍである。概して、分離層の深さは、内視鏡１の操作者が毛包球の面
の下にある結合組織を視認かつ分離すると同時に、近辺の血管および神経管への傷害を最
小限にすることができるような深さである。
【００３２】
　分離層は、加湿吹送、外牽引またはバルーン拡張によって拡大された視認キャビティに
変形され、該キャビティにおいて内視鏡１の操作者は手術のドナー領域１０６の個々の毛
包単位（ＦＵ）の深層構造（例えば毛包球２１４）を観察した後に、完全なＦＵをその天
然の周囲組織から切除して次いで手術のレシピエント領域（例えば図１Ａの領域１０２，
１１０，１０４）に移植する。各々のＦＵは、１または複数の個々の毛包を含みうるもの
であり、毛包球領域の自然発生的な配置構成に基づいて下方からの視認により規定可能で
ある。ＦＵは、その直径および含んでいる毛髪の量に基づいて、一本毛ＦＵ、微細一本毛
ＦＵ、二本毛ＦＵ、微細二本毛ＦＵ、三本毛ＦＵ、または四本以上の完全な毛包を含んで
いる毛包群として分類されうる。
【００３３】
　図５Ａおよび５Ｂを参照すると、切断刃１０は内視鏡１の先端部５００に取り付けられ
ており、内視鏡１の基端部５０２で手持ち式係合デバイス（例えばトリガ）７を介して操
作者によって操作される。切断刃１０は典型的には長さ約０．５～６．０ｍｍである。ト
リガ７は回動運動を伴って移動するように切断刃１０を制御して、軟質な皮下脂肪の切断
および分離を促進する。起動されると、切断刃１０は、内視鏡１の先端部５００から離れ
て時計回りに前方および下方へ押し進むことにより、切開を進める。切開の間に切断刃１
０を押し進める前方および下方への動きに加えて、切断刃１０に取り付けられたテープ１
１、駆動ホイール１２、および操舵ホイール１３０を備えた操作レバーにより、刃１０の
横方向の払う動きが可能となり、この動きが切開面を拡大させる。いくつかの実施形態で
は、テープ１１は、刃１０の横方向の払う動きを容易にするために複数片のテープで作ら
れる。切断刃１０は、患者の頭皮組織によって示される指標および操作者の使い易さに基
づいて、内視鏡１の操作者によって調整可能である。内視鏡１の操作者は、内視鏡の個々
の前進ならびに横方向、上下方向、および前後方向の切断刃１０の動きによって達成され
る組織穿通の量を制御することができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、切断刃１０は、末端が丸くなった刃、電気焼灼デバイス、加
圧されたガスもしくは液体の供給器、バルーン状の拡張デバイス、酵素的組織分離剤、レ
ーザー、または所望の平面に沿って結合組織を分離することができる任意の他のデバイス
と置き換えられてもよい。
【００３５】
　図５Ａを参照すると、最も標準的な内視鏡（例えば剛体の子宮鏡）のように、内視鏡１
は３つのポートを有する。光ポート２は、内視鏡１の基端部５０２を通じて該内視鏡に入
る光ファイバー光ケーブル５０４（例えばオリンパス製のモデルＣＬＫ‐３）からの光を
受け入れる。吹送ポート３は、皮下組織平面の分離を促進、増強、および維持する加湿吹
送ガスの進入口である。光ポート２を通って受け取られた光、および吹送ポート３を通っ
て受け取られた吹送ガスはいずれも、内視鏡１の外側のトロカール８を通り抜け、内視鏡
１の先端部５００において外側の長円体６の中へ放出される。画像ポート４は、内視鏡１
の斜角をなした先端部５００のレンズ５を通して先端部５００の領域内の組織の拡大観察
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を可能にする。いくつかの実施形態では、操作者は画像ポート４を通して直接見る。他の
実施形態では、観察を容易にするために画像ポート４とテレビモニタとの間に電子カメラ
（例えばＣＣＤカメラ）が連結される。
【００３６】
　切断刃１０はレンズ５のすぐ下方に配置されていること、および先端部５００の斜角を
なした外形から、刃１０および刃が切り離す組織は容易に視認される。
　二酸化炭素のような加湿ガスが吹送用に使用される。ガスの温度は３０～３３℃に下が
る。吹送ガスの圧力は、１３３３～６６６６Ｐａ（１０～５０ｍｍＨｇ）の範囲であり、
また切断刃１０によって設けられる視認キャビティの作出および維持を増強するために頭
皮の弛緩性によって決定される。併せて、刃および吹送圧力により、少なくとも１．０ｍ
ｍの間隙を備えた視認キャビティが設けられる。そのような間隙により、切断刃１０に接
続された０．４ｍｍの内視鏡１および外側トロカール８の前進が可能となる。
【００３７】
　特定波長で発光する光源５０６は、一層かつより深い視覚化とその後の内視鏡１による
頭皮毛包下の皮下組織を通した穿通を可能とする一方、毛包構造および自己再生に必要な
必須の毛包構成要素（例えば幹細胞を含んでいる毛包球２１４およびバルジ２１２）を選
択的に視覚化する能力をなおも保持または向上させる。いくつかの実施形態では、他の方
法では視覚化が難しい可能性のある異なる色素を有する毛包において自己再生に必要な必
須のＦＵ構成要素をより良好に視認するために、光源５０６からの照明光を、内視鏡１の
内側または外側に配置されたダイクロイックミラーによって、毛包の面に向かって反射さ
れる前にフィルタリングする。典型的な蛍光色素フィルタには、限定するものではないが
、ＦＩＴＣ（励起波長＝４９０ｎｍ、放射波長＝５２５ｎｍ）、ＤＡＰＩ（励起＝３５０
ｎｍ、放射＝４７０ｎｍ）、またはローダミン（励起＝５１１ｎｍ、放射＝５３４ｎｍ）
が挙げられる。照明光が広範な波長を有する場合、毛包の様々な構成要素から放射された
光は、配置された適切な放射光フィルタによりフィルタリングされてから画像ポート４に
至る。
【００３８】
　ドナー領域内の個々のＦＵ、または各ＦＵの解剖学的構造の特定領域の視覚的強化は、
術前に局所施用され、かつ約１０～１５分以内に毛包に吸収される外来の発蛍光染料また
はメチレンブルー染料のいずれかを使用して、達成されうる。他の場合には、各ＦＵが周
囲の組織から視覚的に区別されるのを可能にする抗体が適用されてもよい。いくつかの実
施形態では、皮膚表面の下での毛包球の視覚化を容易にするために、明るく、熱の放射が
最小限である外部光源（例えば、赤外線（すなわち熱）を後方に伝達することにより光ビ
ーム中の熱をほぼ７０％低減する二色性反射ハロゲン球）が、外側頭皮表面に設置される
。他の実施形態では、選択的な視覚的強化は、毛包の特有の生物学的構造または特性のう
ち少なくともいずれか（例えば光もしくは音波の吸収もしくは反射特性、または磁性）の
利点を活用する視覚的単離技術を使用して達成される。多くの場合、選択的に視覚化され
る毛包の特定領域は、生存能力のある構造全体の自己再生に必要な幹細胞を含んでおり、
内視鏡の操作者が必要な組織を識別かつ切除することを可能にしている。
【００３９】
　周囲の血管系を乱すことによって生じる何らかの不測の出血の制御は、内視鏡１が置か
れている同じポートを通して電気焼灼デバイス（図示せず）を挿入することで達成可能で
ある。電気焼灼デバイスの先端は内視鏡の先端部５００のレンズ５によって視覚化可能で
ある。活発な血管が明瞭に観察されれば、６～１６Ｈｚの範囲の単極性電気焼灼電流を使
用して出血を制御することができる。これで出血の制御が奏功しない場合は、出血が終わ
るまで、一旦器具を頭皮の下から安全に取り外して操作者が直接的な外からの圧力を患者
の頭皮に安全に加えることもできる。場合によっては、電気焼灼に続く液体洗浄を可能に
するために、液体供給器が内視鏡１に取り付けられてもよい。
【００４０】
　図６Ａ～Ｂを参照すると、切断刃１０を使用した外科的切開によって視認キャビティ６



(11) JP 5809148 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

０４が設けられると、キャビティ６０４は、内視鏡の先端部５００ならびにその付属の切
開モジュールおよび摘出モジュール両方の進入および機能のための広い間隙を維持するよ
うに、バリアデバイス６０２によって支持される。バリアデバイスは、患者の病歴、手術
歴および家族歴、患者の毛髪の直径および密度、ならびに他の物理的特徴に基づいて外科
医により術前に決定された、ドナー毛包が比較的永続的な領域である「安全ドナー区画」
の外側境界線を操作者が規定するのを可能にするために、設けられた皮下の面２３０に沿
って拡張する。安全ドナー区画（男性では多くの場合「馬蹄形縁（ｈｏｒｓｅｓｈｏｅ　
ｒｉｍ）」の永久毛として見られる）とは、ＦＵが患者の一生を通じて存続かつ成長し続
ける可能性の最も高い区画を表わし；この区画の外側では、ＦＵは永続的ではない可能性
がある。安全ドナー区画を囲むためのバリアデバイス６０２の使用は、永続的ＦＵの移植
を確実とし、この区画の外側の毛髪の不用意な摘出を防止する。バリアデバイスの拡張は
、毛包間の皮膚表面が拡大されるため、覆っている皮膚の毛髪密度が高い領域内での個々
のＦＵの識別を容易にする。視認キャビティ６０４は、例えば１時間当たり５０～１００
ｍＬの生理食塩水スプレーの間欠的投与によって、外科処置全体を通して保湿される。吹
送ポート３を通じた加湿吹送は、少なくともおよそ５分ごとに行なわれることが好ましい
。
【００４１】
　図６Ｃを参照すると、バリアデバイス６０２は、上方の完全な皮膚の表面積を拡張して
、隣接した毛包２０２の間の距離を拡げる（または、他の適用においては、対象とする個
々の関連する組織領域の間の距離を拡げる）ために使用されてもよい。皮膚の伸展は毛包
や皮膚を傷つけることはないが、隣接した毛包の間の自然な間隔を一時的に増大させる。
この伸展は、皮膚表面の下からの毛包の視覚化、識別、および分類を容易にする。バリア
デバイス６０２は、適所にある間は皮膚表面の下の拡大された視認キャビティを作出かつ
保持し；該デバイスが除去されれば、覆っている皮膚表面領域は縮小して該領域の元の状
態になる。バリアデバイス６０２は、例えば、バルーン伸張器または皮膚の外側に力を加
える把持デバイスであってよい。いくつかの実施形態では、バリアデバイス６０２は、皮
膚の下または皮膚内部に配置された多孔構造物であって該デバイスの多孔構造内の所望の
位置において対象とする様々な組織（例えば毛包）が該デバイスを通って突出するのを可
能にするものである。
【００４２】
　図７を参照すると、視認キャビティの外科的切開が完了して、手術用器具類の安全通行
を確実にするために少なくとも１．０ｍｍの間隙が維持されると、摘出デバイス７０１が
内視鏡１の先端部５００に取り付けられて完全な毛包を単離、パンチング、および採取す
るために使用される。図の実施形態では、摘出デバイス７０１は円筒状のパンチである。
しかしながら、他の実施形態では、摘出デバイスは長円形、立方形、またはかぎ形のデバ
イスであってもよいし、湾曲状または直線状の刃を有し適切な機能を行なうことができる
別のデバイスであってもよい。摘出デバイス７０１は、２つの同心の円筒形構成要素すな
わち：完全な毛包１９の毛包球を囲んでいる脂肪および真皮組織を穿孔するために使用さ
れる斜角刃のコアリングシリンダ１３と（図７Ａを参照）；周囲組織から毛包を単離する
ために、完全な毛包がまだ繋がっている最後の表皮組織を切断する、一連の内向きに角度
がついたレバー７０４を有するクリッピングシリンダ１４と（図７Ｅ～７Ｈを参照）、を
含む。他の実施形態では、コアリングシリンダ１３は鈍刃であり、毛包下の皮下組織に対
して下から押しつけて該デバイスを安定させ、コアリングシリンダがコアリングに先立っ
て係合することができるようになっている。クリッピングシリンダ１４は、内視鏡１の基
端部でトリガ７に取り付けられたケーブル９を介して操作者により制御可能なレバー１５
によって駆動される。摘出デバイス７０１の軸は、概して、該摘出デバイスを通る流れを
促進するために内視鏡１の長手方向軸に対して角度をなして配向される。本明細書中に記
載された摘出デバイスは２つの同心の構成要素で構成されているが、他の実施形態では、
摘出デバイス７０１は単一体である。いくつかの実施形態では、摘出デバイス７０１およ
び切断刃１０は、内視鏡の先端部５００の上に一緒に取り付けられる。
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【００４３】
　内視鏡１の操作者は、コアリングシリンダ１３の内部から視覚レンズ５（図５Ａを参照
）を通して毛包１９の全体を観察する。したがって操作者は、毛包の自己再生にとって重
要な全ての構成要素（図２Ｂに示された毛包球２１４、バルジ２１２、内毛根鞘２２２お
よび外毛根鞘２２４を含む）が切開の過程に含まれていることを絶えず認識している。
【００４４】
　摘出デバイス７０１は加湿型真空吸引チューブ１６に接続され、該チューブはひいては
真空源２７（図８を参照）に接続される。真空源は、上方の摘出デバイス７０１から真空
チューブ１６へ向かって下流へ流れる吸引力を提供する。真空効果は容易に活性化／非活
性化され、かつ／または真空源２７に取り付けられたスイッチもしくはフットペダルによ
って増加／減少される。
【００４５】
　図７および７Ａを参照すると、コアリングシリンダ１３は、１）内視鏡の基端部で制御
される操作者駆動による上向きの動きと、２）真空チューブ１６から生じる下向きの真空
吸引力と、の組み合わせを使用して毛包１９の深部で皮下脂肪７００に付着する。この上
向きおよび下向きの力の組み合わせは摘出デバイス７０１と毛包周囲の皮下軟部組織７０
０との間の密封１３Ａを作り出し、その結果該組織を内視鏡１に対して安定させ、かつ完
全な毛包１９の適切な単離とその後の制御された採取を確実にする。
【００４６】
　図７Ｂを参照すると、吸引密封１３Ａが確立されてしまえば、操作者はトリガ７を押し
てレバー１８に係合して位置１８Ａへと前進させる一方、コアリングシリンダ１３の基部
に結合したままであるため、コアリングシリンダ１３をねじる方式で上向きに移動させる
。コアリングシリンダは、摘出デバイスが後で下向きに引くときに回動の方向が逆であれ
ば、上方へ移動されるときには時計回りにねじれても反時計回りにねじれてもよい。コア
リングシリンダ１３内に埋設された検知デバイス１４Ａは、コアリングシリンダ１３が上
向きに移動するときに、コアリングシリンダ１３が角質層２１０を穿孔したり、皮膚表面
７０２のあらかじめ選択された距離以内（例えば１ｍｍ未満、または幹細胞を含んでいる
峡部が始まる面より下の深さである約０．７４ｍｍ）の組織を切断したりするのを防止す
る。検知デバイス１４Ａは、例えば、コアリングシリンダ１３の上端にあってもよいし、
コアリングシリンダ１３内の他所に配置されてもよく、または皮膚内における抵抗の勾配
に基づいた生得的フィードバックプロセスによって使用可能となってもよい（下記により
詳細に記載）。研究から、毛包のバルジ領域（毛髪幹細胞が存在する重要な領域）は皮膚
表面７０２の平均１．６６ｍｍ下に位置することが実証された。したがって、この深さの
バルジと皮膚表面との間の対象とするＦＵ１９の上側境界線を外科的に作出することが重
要である。検知デバイス１４Ａは、完全な毛包１９が単離および採取されるときに角質層
の構造的完全性を外見上破壊しないように、角質層に損傷を負わせないことを確実にする
。
【００４７】
　検知デバイス１４Ａは、皮膚の物理的かつ構造的特徴に基づいて皮膚表面７０２へのコ
アリングシリンダ１３の接近を決定する。コアリングシリンダが皮膚の表面に接近するに
つれて、切断運動は減少する。例えば、コアリングシリンダが回転トルクを使用して切断
している場合、表皮および角質層中のコラーゲンおよびフィブリン含量の増加によっても
たらされる抵抗の増大により、コアリングシリンダが皮膚表面に接近して移動するにつれ
回転数は減少する（すなわち、方程式Ｖ＝ＩＲに従う）。場合によっては、操作者が、検
知デバイス１４Ａからのフィードバックによって切断デバイスの角質層への望ましい接近
度を検出することが可能であり、このフィードバックに基づいて切断を停止することがで
きる。
【００４８】
　図７Ｃおよび７Ｅ～７Ｈを参照すると、コアリングシリンダ１３が皮膚表面に向かって
上向きに穿孔する安全な最大地点が達成されると、クリッピングシリンダ１４頂部の切断
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デバイス７０４が係合する。複数の内側に向かって湾曲した刃を備えている切断デバイス
７０４は、毛幹が位置するコアリングシリンダ１３の中心に向かってクリッピングシリン
ダ１４の上端周縁から内側に向かって通過する。上記の湾曲した刃による表皮２０４の表
層の剪断は毛幹に達し、毛包を天然の組織から分離することができる。加湿型チューブ１
６を通して提供される連続的な真空は、毛包１９を周囲の天然の環境から離れて分離する
ように誘導する付加的な下向きの力を提供する。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、切断デバイス７０４は、切断デバイス７０４が格納時にはコ
アリングシリンダ１３の表面に沿って同一面上に位置し、かつクリッピングシリンダがコ
アリングシリンダ１３の先端を越えて押し進められれば再び内向きに角度をなした配置状
態をとることを可能にする、半可撓性金属（例えばニチノール）からできている。上方の
完全な角質層から下向きの力は、内向きに角度をなしたレバーをさらに内側へ向けて、該
レバーが残りの表皮組織を切り取る能力を高める助けにもなる。
【００５０】
　毛包１９が天然の組織から分離すれば、クリッピングシリンダ１４はその後の毛包採取
に備えて内視鏡１の基端部５０２のトリガ７によって初期状態に戻される。
　図７Ｄを参照すると、完全な毛包１９および何らかの付属の毛包周囲組織を含んだ単離
毛包ユニット（ＦＵ）（すなわちマイクログラフト）７０６は、真空力２７（図８）、お
よびトリガ７によって稼働せしめられると内視鏡１の先端部５００付近の生理食塩水ポー
ト２２から放出される無菌生理食塩水（例えば０．５ｍＬ～１．５ｍＬの生理食塩水）の
注水ジェット流により、加湿型真空チューブ１６の中に押し進められる。
【００５１】
　代替実施形態では、コアリングシリンダ１３はトリガ７の作用によって上向きに移動さ
れる。この場合、切断デバイス７０４はコアリングシリンダ１３に配置され、コアリング
シリンダが安全な最大限の前進に達すると係合される。単離されることになっている毛包
１９の上側の境界表面が切断デバイスによって十分に分離されると、操作者はトリガ７を
稼働して、コアリングシリンダ１３が上向きに移動するときの回転とは反対の方向に回転
する、ねじる方式で下向きに引き下げられるようにする。コアリングシリンダ１３の内側
から突出する微小な単方向の把持棚（フックと同種）は、コアリングシリンダ１３が下向
きに引き下げられるにつれて、上向きに移動するときの回転とは反対方向に回転しながら
、毛包１９を囲む毛包周囲組織２０８，２０６，２０４（すなわち図７Ａに描かれるよう
な７００）を握持する。直後に単離されることになっている毛包１９の上端または表面で
静止している湾曲した刃７０４に連結されたシリンダ内部の微小な棚の把持および牽引す
る動きは、毛包１９をその天然の軟組織環境から引き出すための機械的圧力を提供する。
【００５２】
　切断デバイス７０４は鋭刃として上記に説明されているが、他の変形形態、例えば回転
刃もしくは回転レバー、レーザー、酵素溶液、または手術状況に適した別種の切断デバイ
スも可能である。
【００５３】
　図９Ａ～９Ｄを参照すると、単離された完全な毛包１９を含むマイクログラフト７０６
は、加湿型吸引チューブ１６を通り、入口ポート２５を通り、単離コンテナ２８へ向かっ
て引き込まれる。複数の単離コンテナ２８が使用されて、各々が異なるカテゴリーのＦＵ
（例えば、ＦＵに含まれる完全な毛包の数または直径に基づいて決定される）を受け入れ
ている。ＦＵを適切な単離コンテナに分けるために、チューブ１６に沿って配置されたセ
ンサ９００は、各ＦＵが包含している完全な毛包の数および直径に基づいて該ＦＵを識別
かつ分類する。留意すべきことは、本開示との関連においては、完全な毛包とは、十分な
量の幹細胞含有領域を両方とも（すなわち毛包の自己再生に必要な毛包球（真皮乳頭）お
よびバルジ領域（峡部内）を）含んでいる毛包として定義されることである。毛包内の毛
包球とバルジとの間の構造的結合は、完全と見なされる毛包については連通していなけれ
ばならない。
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【００５４】
　センサ９００は分離デバイス９０２を稼働させて、適切な単離コンテナ２８に対応する
ゲート９０４の開放を引き起こし、かつＦＵがその適切な単離コンテナに到達することを
可能にする。分離は、選択された単離コンテナに向かう通路に沿って最大の吸引力により
稼働される。
【００５５】
　図８を参照すると、各々の単離コンテナ２８には、摂氏１～１０度の温度範囲に冷却さ
れた保存溶液（例えば通常生理食塩水、酸素およびＡＴＰを富化した溶液など）の無菌収
集プール２３が入っている。収集プールはＳｃｈｕｃｏ（登録商標）の吸引キャニスタ（
Ｓｕｃｔｉｏｎ　Ｃａｎｉｓｔｅｒ）と同様のものであり、吸引圧力の発生に使用される
真空源２７はＳｃｈｕｃｏ（登録商標）Ｖａｃと同種である。真空源２７は、上述のよう
に、完全なＦＵ　７０６の単離を支援するために使用される真空を提供する。真空圧は６
６６６Ｐａ～３．９９９×１０４Ｐａ（５０～３００ｍｍＨｇ）の範囲である。真空源２
７と単離コンテナ２８との間に配置されたフィルタ２６は、収集プール２３の無菌性を維
持する。入口ポート２５の近くに位置するバリア２４（典型的には高さ約２ｃｍ）は、グ
ラフト７０６が真空源２７に向かって引き込まれるのではなく収集プール２３の中へ下向
きに落下するのを確実にする助けとなる。
【００５６】
　保存溶液のプール２３に含まれる単離マイクログラフト７０６の集合物は、続いてＦＵ
あたりの毛髪の数または個々の毛髪の直径のうち少なくともいずれかのような毛包の特徴
に基づいてさらに手動で分離される。各々のＦＵ束７０６は次の収集トラフすなわち：微
細な一本毛ＦＵ；硬い一本毛ＦＵ；微細な二本毛ＦＵ；硬い二本毛ＦＵ；微細な三本毛Ｆ
Ｕ；硬い三本毛ＦＵ；およびＦＵ当たり３本を超える毛髪のクラスターを含んでいる毛包
群（ＦＦ）、のうちの１つへ送られる。
【００５７】
　所望の数の完全なＦＵが患者から有効に採取された後、バリアデバイス、内視鏡１、摘
出デバイス７０１、およびこれらが含まれている視認用トロカール８が、患者の頭皮下の
視認キャビティから取り除かれる。その後、内視鏡とその付属物が導入された１ｃｍの切
開部は、目立たない耳介後部区域にほとんど気付かない程度の線状瘢痕しか残らないよう
に、５‐０ナイロン縫合糸を使用して連続縫合で縫合閉止される。
【００５８】
　ＦＵの内視鏡的採取と同期させて、患者頭皮のレシピエント部位が、１６‐２５ゲージ
の通常の皮下注射針を用いて作成される。
　一般に、上記の外科的採取処理は、患者が手術台上で、ドナー領域への接近を可能にす
る直立位、側臥位、腹臥位、または仰臥位のいずれかとなって行なわれる。処置の開始に
先立って、患者は、毛包採取処理過程全体にわたって快適であることを確実にするために
、適切な抗不安薬（ａｎｔｉ－ａｎｘｉｏｌｙｔｉｃ）および鎮痛薬を投与される。さら
に、低用量（例えば１～３ｍＬ）の局所麻酔薬が、最初の切開が行われて最終的に閉止縫
合糸が配置される入口部位に使用されてもよい。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、ＦＵは、上述の切断手法ではなく視認キャビティ内部からの
酵素的手法またはレーザーに基づいた手法のうち少なくともいずれかによって採取されて
もよい。
【００６０】
　多くの場合、上述の内視鏡は追加の機能を、例えば、限定するものではないが生理食塩
水洗浄能、電気焼灼能、ステープルおよび／または縫合（ｓｕｔｅｒｉｎｇ）能、ならび
にレンズ洗浄用の設備も備えている。
【００６１】
　上述のデバイスおよび方法は操作者によって制御されるが、内視鏡のロボット制御また
はその他の自動制御も本開示の範囲内にある。
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　他の実施形態では、上述の内視鏡の小型版が、例えばレーザー、焼灼器、熱、電流、酵
素、または摘出デバイスのような方法を用いた皮膚表面より下方における毛包の除去また
は殺処理による体毛の除去に、使用されてもよい。
【００６２】
　上述の外科手術手技は毛包の採取に関して示されたが、当然ながら、該手技は広く適用
可能であり、他の外科的適用にも使用可能である。先術の説明は、本発明の範囲を例証す
るものであって限定するものではないことが意図されており、本発明の範囲は添付の特許
請求の範囲によって定義される。その他の実施形態は添付の特許請求の範囲の範囲内にあ
る。

【図１Ｂ】 【図３】
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【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｃ－５Ｅ】 【図６Ｂ】
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【図７Ｂ】 【図７Ｃ】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図６Ａ】
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